
阿賀野市告示第９１号  

 阿賀野市シルバー人材センター事業補助金交付要綱を次のように定める。  

  令和６年４月１０日  

                    阿賀野市長 田 中 清 善   

 

   阿賀野市シルバー人材センター事業補助金交付要綱  

（趣旨）  

第１条 この告示は、高年齢者の就業機会の確保、生きがいの充実、社会参加

の推進及び福祉の増進を図るため、公益社団法人阿賀野市シルバー人材セン

ター（以下「センター」という。）が行う事業に要する経費に対し、予算の

範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関し、阿賀野市補助金等交

付規則（平成１６年阿賀野市規則第５６号）に定めるもののほか、必要な事

項を定めるものとする。  

（補助対象事業）  

第２条 補助金交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、セン

ターが行う次に掲げる事業とする。  

(１) 「高年齢者就業機会確保事業（シルバー人材センター事業）実施要領」

（平成１２年６月１２日付け労働省発職第１２４―２号労働事務次官

通知別紙）の規定に基づき、国の補助を受けて行う事業  

 (２ ) その他市長が特に必要かつ適当と認めた事業  

（補助対象経費）  

第３条 補助の対象となる経費は、補助事業に要する経費のうち、別表に定め

るところによる。  

（補助金の額）  

第４条 補助金の額は、補助対象経費の合計額から国庫補助金及び自主財源等

を控除した額の範囲内で市長が定める額とする。  

（補助金の支払）  

第５条 補助金の支払は、４月と１０月の年２回に分けて行う。  

（その他）  

第６条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  

   附 則  

 この告示は、令和６年４月１０日から施行する。  
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別表（第３条関係） 

種別 補助対象経費 

事業費 センターの公益目的事業に要する経費 

管理費 センターの法人運営に要する経費 

その他市長が特に必要かつ適当と認めた経費 

 

 


